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面接法における自由報告の意義:

子どもの目撃者，被害者，被疑者への面接と英国の実務

こんにちは。仲と申します。今日は「面接法

における自由報告の意義:子どもの目撃者，被

害者，被疑者への面接と英国の実務」というこ

とでお話しいたします。私の専門は認知心理学，

発達心理学です。お母さんと子どものコミュニ

ケーションや，子どもが出来事や体験をどのよ

うに話すかといった研究をしてきました。それ

よりも前は間接的言語行為，発話，会話の理解

などの研究をしていました。その意味で、はずっ

とコミュニケーションの研究をやっています。

かれこれ15，16年前になりますが，弁護士さ

んからこのような依頼がありました。「子どもが

このような呂撃証言をしているが，この証言は

信用できるかどうかj。当時は法のことも知らず，

証言と供述の違いもわからない状態、でしたが，

依頼されて勉強を始め，だんだんと面白い世界

があることがわかってきました。証言が信用で

きるかどうかは，子どもの能力にもよるかもれ

ませんが，周りの大人が子どもからどのように

話を聞くかにも大きく依存しています。そこで，

ここでは子どもの目撃証言の問題についてお話

しした上で，供述を聞き出すときの大人の問題，

そして，より正確な供述を引きだすにはどうす

ればよいか，ということをお話ししたいと思い

ます。なお， r証言jは法廷の中でなされる報告，

「供述」はそれ以外の取り調べや事情聴取段階

でなされる報告を指しますが，一般にはあまり

区別せずに証言と言ってしまうこともあるので，

ここでも証言，供述という言葉を適宜用います。

これは子どもが呂撃証言や被害供述を行った

事件を示したものです。『ジュリストjW判例時

報』などを見ますと時々，こういう事件が出て
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います。例えばわいせつ事件などでは，子ども

一人が被害者であり，子どもしか供述する人が

いないということがよくあります。このような

状況では，子どもの証言が，事件を解決する大

きな決め手となります。それ以外にも交通事故，

窃盗被害，殺人現場の目撃事例などがあります。

1， 2f努~，ご紹介します。これは 3歳の幼児が

証言したとされる roo屋のブ一事件j です1)。

ブーというのは車のことです。

自動車を運転していた人物が車を降りたら幼

児が二人いて，一人が泣いている。運転手は周

囲に聞いて泣いている子どもをその自宅まで届

けました。ところがその後，この子どもの状態

が悪くなり亡くなってしまいました。内臓破裂

であり，交通事故の可能性があるということで

した。そこで，一緒に遊んでいたもう一人の幼

児，当時3歳だ、ったのですが，その子どもが事

情聴取を受けることになります。

最初の裁判の時には r(もう一人の幼児は)

どこの車に当たったのか?Jと言われて roo
屋のブーJと言ったことから，その車を運転し

ていた人物が被告人になって有罪判決になりま

した。しかし，詳しく調べてみると，幼児の証

言には問題があったことがわかってきます。 r(亡

くなった幼児)，泣いてた。ポンポン痛いって，血，

たくさん出てきたのj と言っていますが，この

幼児は，内臓破裂なので血は出てないわけです。

あるいは「どこでガチャンとしたの ?Jと面接

宮が開くと，これは模型を使ってやるわけです

が，こっちを指したり，あっちを指したり，答

えが定まらない。「自動車，動いていたの?Jと

言うと「止まってたj と言うし「自動車止まっ

1)自動車事故事件で当時二年四か月の被害者とともにいた当時三年四か月の幼児の供述をほとんど唯一のき

めてとして有罪とすることを許さなかった事例.判例時報， 572， 176-184. 
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ていたの ?Jと言うと「動いてたj と言うし，

なかなか答えが定まらない。変遷が多いことも

わかります。周囲の多くの人が，幼児から話を

聞くうちに証言が信用のおけないものになって

しまいました。そのような経緯もあり，最終的

にはその男性は無罪になりました。

もう一つはわいせつ行為の事件ですへある，

精米場で起きた事件です。ある臼，この家の幼

児が母親に「今朝来たおじちゃんに変なことを

されたj と訴えました。お母さんとしては今朝

来たという人物が思い当たらない。しかし，昨

日の朝早く来た人物がいたことを思い出し「そ

れだったら昨日じゃないかj と雷葉をかけます。

これは判例時報にある母親の供述からとったも

のです。母親が rwそれはいつのことか?J と

聞くと(幼児)は『今朝のことだjと言った。

私が『今朝，そのおじちゃん，来てないじゃな

いか』と言うと(幼児)は『私が今朝，起きて

戸を開けてやった時，来たおじちやんだ』と言っ

た。『それなら今朝じゃなくて昨日の朝だった

よjと私が言った。 H幼児)は考えていた様子

でしたが，ああ，昨日の朝だったね』と自分も

納得したようであったj と言っています。その

結果，昨日来た人物が被疑者ということになり

ました。

裁判になりましたが，結局，この男性には犯

人と考えられないような状況がありました。こ

の幼児は，わいせつ行為を受けた時のことにつ

いて， rお日様の光がズボンのチャックにあたっ

てキラキラしていた」と迫真性のある供述をし

ているのですが，その男性の衣服にはチャック

はありませんでした。その他，いくつかの髄離

があり，男性は無罪となり，真犯人はわからな

いままとなってしまいました。

もちろん，無実の人が有罪になって菟罪とな

るのは困りますから，無罪自体はよいわけなの

ですが，子どもの証言が照囲の大人の不用意な

第 55号

働きかけによって汚染され，結局，真犯人はわ

からないままになってしまう。子どもも一生懸

命訴えて，裁判所まで行って証言をするのだけ

れども，その証言が事件の解決にならないまま

終わってしまう，ということが多々あります。

以下，子どもの側の問題，大人の側の問題につ

いて述べ，次に自由報告の効果について述べた

いと思います。

子どもの問題

まず子どもの側の問題点です。子どもが事件

や事故に巻き込まれ，大人が話を聞かなければ

ならない時に何が起こるか。大人としては最悪

の事態を考えて，いろいろと質問するわけです

が，子どもはなかなか事件や出来事をうまく話

すことができません。ひとつには，織黙になっ

てしまうことがよくあります。

一つ例を示します。これは，英国で行われて

いる司法面接の記録をアノレドリッジ&ウッドと

いう人たちが言語学的に分析した『子どもの面

接法』という本からとってきましたへたとえば

面接官が「どこで絵を描いたり，張ったりした

のわど聞きます。子どもは「言わないj。面接

官が「なんでお話してくれないのわ。子どもは

「言いたくないのj。面接官が「じゃ，幼稚園の

先生は誰かなわと}3IJのところで，とっかかり

をつくろうと話を振っているのですが，子ども

は f言わないj。面接宮が「お友だちの名前は何

かな?Jと聞いても子どもは「言わないj。面接

官は f何も言ってくれないとお話できないじゃ

ない」と少しイラついています。子どもは「つ

まんなーい。これで遊ぼう。あなたは私の友だ

ちで，ここに遊びに来たのねj と遊びになって

しまいました。

話してくれでも「意味が通じないJこともよ

くあります。この例は事件とは全く関係ないも

のですが，国立国語研究所におられた大久保先

2)六歳児の加害者識別に関する証言の信濃性に疑問があるとされた事例.判例時報， 748， 126-131. 

3)アノレドリッジ， M. ・ウッド， J. (著).仲真紀子・斎藤憲一郎・脇中洋(訳). (2004).子どもの面接

法 司法場面における子どものケア・ガイド .北大路書房.
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生のご著書から引用させていただいた，幼児の

発話です4) あのね，研究所に行ったら『いっ

てらっしゃい』って言ったの。そしてね， r帰っ

てきたjっていうからね，あのう，だからね，

あの， wお土産貿ってきた』って言ったの。そし

たらね，ょうこちゃんがね，お姉ちゃんと遊ん

でたの。みよちゃんとJ，とたくさんお話しして

くれています。きっとお母さんであれば，これ

で十分分かるのでしょう。けれども第三者が子

どもから話を聞こうとする時には「あれれJと

頭の上に r?Jマークが一杯ついてしまうこと

になるわけです。「研究所ってどこのこと?J rいっ

てらっしゃいって言ったのは誰めこと ?Jとか

「帰ってきたっていうからねJの「帰ってきた

のは誰?Jで rr帰ってきた』と言ったのは誰?J

など，いろいろと聞きたくなってしまいます。

3つ目として「被暗示性が高いj ということ

が挙げられます。被暗示性は大人でもあるわけ

ですが，一般に認知能力がまだ十分発達してお

らず，しかも対人的な圧力に弱い状況にある幼

児は誘導に乗ってしまうことがよくあります。

誘導に乗りやすい，暗示にかかりやすい傾向性

を「被暗示性」と言っています。子どもはいつ

もお母さん，お父さんのいうことを聞いて暮ら

しているわけですし，記憶能力，認知能力，理

解能力も大人ほど優れていないので暗示にかか

りやすい，ということができます。

ピネーは知能検査をつくった人ですが， 20世

紀初頭，すでにこのような調査を行っています。

板にボタンをいくつか付けて子どもに見せた後，

隠します。そして「ボタンはどのようについて

いたかj を関きます。「どのようについていまし

たか?Jと開けば，子どもは比較的正確に答え

られるのですが， (実際には糊でついていたもの

を)r糸でついていましたか?Jとか， r何色の糸

でっていましたか?Jなどと開くと，子どもは

質問の形式にひっかかってしまい「白い糸だっ

たJr透明の糸だった」などと答え，その後，そ

れを信じ込んでしまう傾向があります。

4)大久保愛 (1987).子育ての言語学.三省堂選書.

ヴァーレンドンクという人も似たようなこと

をやっています。彼が行った実験は，朝，小学

校の低学年のクラスにやってきて，先生とお話

をしばらくする。その後，帰る。このとき，当

時としてはお行儀の悪い，帽子を被ったままに

していました。後で先生が子どもたちに「さっ

き来たおじさんは右の手に帽子を持っていたか

な，左の手に帽子を持っていたかな?Jと尋ね

ると，大半が f右」とか f左jと答え， r頭に被っ

ていたJと答えられるのは，ほんの数名しかい

なかったということです。子どもの回答はどの

ように聞くかによって大きく左右されるといえ

ます。

大人の問題

「話してくれないJr意味がなかなか通じないJ，

しかも「誘導されてしまいがちJという子ども

の側の問題点について話しましたが，これは大

人の側の問題とも呼応しています。子どもがあ

まり話してくれないから，また，話してくれで

も意味が通じないので，大人はあれこれと開い

てしまいます。また， r被暗示性jが高いので「こ

ういえばこう答える，ああ聞けば，ああ答える」

ということになり，大人は「ほんとはどっちな

の，ちゃんと答えてj と言いたくなってしまう

わけです。

これは質問の種類を表す表です。一般に，事

情聴取などの場面において大変多いのは「イエ

ス・ノー質問j や rAまたはBの質問J，つまり

こちらから内容を与えて，それが合っているか

合ってないかを判断してもらう式の質問です。

こういった質問は，子どもは十分に説明する能

力がないから，こちらから情報を与えて，ウン，

ウウンと答えられるようにしてあげようという

思いやりを反映していると言えないこともあり

ません。けれども，実際は大人の質問の中に含

まれる，誤っているかもしれない情報が，子ど

もの記憶に混入してしまうことがありえるわけ

です。そういう質問を「クローズ質問Jと言っ
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ています。

これに対してクローズではない質問は「自由

報告Jrオープン質問Jと呼ばれています。自由

報告は「どんなことがあったのか，お話してく

ださいJrそして?J rそれで ?Jなどの働きか

けです。制限なく「どんなことでも，その人の

言葉で話してもらうことj を自由報告と言うわ

けです。

また， rWH質問J，例えば「いつ?J rどこ ?J

「だれ?J r何 ?J rどのように ?Jなども比較

的オープンで誘導のかからない質問だと言われ

ています。「いつ?J と言えば時間で答えなくて

はならないし， rどこむと言われれば場所を答

えなければなりません。しかし， r朝でしたか，

夜でしたか?J などとクローズ質問で間くので

はなく「いつ ?J と聞けば，答える側は自分で

記憶をサーチして，自分の言葉で答えることが

できるわけですね。しかし，面接を分析してみ

ますと多くの場合7割くらいが「イエス・ノー

質問j あるいは「クローズ質問Jということに

なります。

次に「誘導的な質問J。誘導型と言うと「何と

かだよねJr何とかでしょう ?J という質問が頭

に浮かびます。これに加え，最近では f争点に

なりそうな事柄Jr面接する人が佼説として持っ

ている事柄」に関するクローズ質問も誘導質問

と呼んでいます。たとえば「特定の人物 (00)

に叩かれたんじゃないか」と，思っているお母さ

んが，子どもに rooに叩かれたの ?J と間け

ば，それは形としてはクローズ質問ですが，争

点となり得る事柄をクローズ質問で聞いている

ので誘導質問です。

「マルチ質問Jは「白いシャツで黒いズボン

だったわなど，一度に二つ以上のことを聞い

たり，あるいは「お母さんに話したのを電話で

言ったのを覚えてる ?Jのように複数の事柄が

一つの質問に埋め込まれている質問です。一般

に子どもは「ウンJrウウンjで答えますが，マ

ルチな質問の場合は，どこの部分に対して「ウ

ン」と言っているのか「ワウン」と言っている

のかわからないとう問題があります。

第 55号

それから「代名詞Jも問題です。私たちは「あ

れとって，これとってJrそうそう，それそれ」

などで会話をすることができます。そのために，

子どもに話す時もつい「その時にJrあの時は」

「その人はJrこれまで、言ったことはみんな本当?J

などと言ってしまいがちです。けれども特に就

学前の子どもは，代名詞の理解は十分ではあり

ません。特に， rそれ」は難しいとされています。

また， rこれまでの話はみんな本当むなどと言

われた場合，大人であれば「ここから先が事件

のこと」とわかるでしょうが，子どもは，それ

が理解できているとは限りません。

それから何々したんじゃないの ?Jなどと

否定形で尋ねることも，質問を難しくします。

また， r被疑者を現場で目撃しましたかむの

ように， r被疑者Jr現場Jr目撃Jなどの難しい

言葉を使ってしまうこともよくあります。

もう一つ大人の側の問題として「圧力や誘導J

があります。「仮説に基づく質問Jも誘導の一つ

です。大人としては最悪の事態を考えながら尋

ねるわけですが，そのことが「叩かれたんじゃ

ないか，触られたんじゃないかj といった誘導

質問を，関口一番言ってしまうことにつながり

ます。

f補強証拠j 的なことも，大人はつい言って

しまいます。「誰々ちゃんも言っているよJr証
拠があるからお話ししてJr皆，知ってるんだか

らJなど，子どもの口を割らせようということ

でいろいろ言ってしまうのです。

「お話してくれたら，すぐに終わるよJrお話

してくれたら，後でソフトクリーム食べようねj

「後でマクドナノレドに行こう j などの「取引」

をしてしまうこともよくあります。

また， r情緒j に訴えて「大事なことだから答

えてほしいJr答えてくれないと大変なことにな

る」などと脅かすこともあります。

さらに，子どもに被疑者を底うことがないよ

うに「誰々は悪い人だJrそのようなことをしそ

うな人物だj など，ステレオタイプ的なことを

言ってしまうこともよくあります。

大人は子どもを誘導しようと思ってこういっ
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たことをやっているわけではありません。あま

り話してくれない，話したくても話せないかも

しれない子どもから fどうにかして話を聞き出

そうJと思い，最悪の事態を考え，あれこれ聞

いてしまうわけです。子どもが話しにくそうな

ので，一杯質問をして「ウンj とか「ウウン」

とか，首を振るだけでいいようにしてあげてい

る。子どもが話しやすいように「あの子も言っ

ている，この子も言っている，証拠もあるんだj

と言ってしまう。けれども，これが誘導になっ

てしまいます。

日常生活の親子の会話では，子どもが f痛い

よう」と言っても「痛くない，痛くない，痛く

ないよねJと， r誘導Jをたくさん，効果的に用

います。けれども司法の場面では，誘導がマイ

ナスの効果をもたらすことが多々あります。

自由報告の重要性

では，どのように話を聞けばよいのでしょう

か。一つの答えは， r自由報告j です。ここでは

以下，自由報告で聞くことの意義を，心理学的

な実験も踏まえながら紹介したいと思います。

これから矢継ぎ早に，いくつかの実験や調査を

お示ししますが，言いたいことは二つだけです。

一つは「自由報告を求めると，情報量が増加す

る」ということです。もう一つは，自由報告で

聞けば，余計な質問「叩かれたの?J r触られた

の?Jなどと言われないので，その分，誤った

情報が記憶に混入しにくい，ということです。

つまり「誤りの少ない情報が得られやすいJこ

とがあるわけです。このように， r情報量が増え

ることと，誤りが少ないということが自由報告

の意義Jだと思います。それを示した実験や調

査を以下，簡単にご紹介しましょう。

これは法廷尋問の分析です5)6)。子どもに対す

る法廷での尋問の速記録を分析させてもらいま

した。裁判官と検事と弁護士があわせて700いく

つの尋問をしており，子どももそれに対して答

えています。まず質問の種類を見て，次に子ど

もの反応を見て，最後に質問と応答の関係を見

てみましょう。

これは典型的な賀間です。「ところが，お父さ

んはこの裁判所でね 1日の話としては，あな

たにいろいろ聞いたけれども，あなたは『何も

なかった』とおっしゃったんだけど，あなたは，

お父さんに『特に隠すところはないよねJJ。ず

いぶんと長い質問です。このような質問をされ

たら，大人でも答えるのは難しいでしょう。先

ほど，否定形は難しいと言いましたが，この質

問は否定形を含んでいます。マルチ質問も難し

いと言いましたが，ここには「あなたは何もな

かったとおっしゃったんだけどj のような埋め

込みもあります。しかも，この質問は r~よねJ

という「誘導形j になっています。加えて，こ

の長さを見ると文法的に複雑な質問であること

が分かります。このように，一つの質問の中に

たくさん悪い質問の指標が含まれています。

そこで，質問に「マルチ賀聞の指標(埋め込

み)J， r代名詞J，r否定形Jなどの指標がどの程

度含まれるか，文末が「誘導形j になっている

かどうかをカウントします。また，複雑な文法

の指標として文字数をカウントします。さらに

「よい指標Jとして， rWH質問J(いつ，どこ

で，だれが等)や疑問符の「か?Jもカウント

します。 r~ですか ?J という文型は，答えない

といけないという意識をもたらすのでよい指標

になりうるわけです。尋問で行われる質問の中

にこういう指標がどれくらいあるかを数えます。

一方，子どもさんの反応は，大きく次のよう

に分けることができます。「文による応答」 は

たとえば f学校に行ってからのことでしたJrそ

れは昨日と一昨日のことですj などと文で答え

る応答です。 rはいJは「ハイJrウンJrそう j

などと言うだけのものいいえJは「ウウンJ

fイイエJr違いますJ などというだけのもの

です。その他， r覚えてませんJrわかりませんJ，

5)仲真紀子 (2001a ).子どもの面接一法廷での f弁護士言葉j の分析一.法と心理， 1， 80-92. 

6)仲真紀子(編著). (2005).認知心理学の新しいかたち.誠{言書房.
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答えられなくて黙ってしまう f沈黙j なども分

類します。

これは，大人の尋問の各指標に対し， r文によ

る応答j がどれくらい出てきたかをカウントし

たものです。質問が rWH指標Jを含む時， rマ

ノレチ指標」を含む時， r代名調jが含まれる時， r否
定形j が含まれる時，最後が r~ねJ r~でしょ

う」で終わる時 r~か ?J で終わる時のそれ

ぞれについて，縦軸に f文による応答」がどれ

くらい出てきたかを示しました。見ての通り，

rWH賞間」と最後が r~か ?J で、終わってい

る質問ではj文による応答が多く出てきていま

す。一方，最後が r~ねJ r~でしょうJ で終わっ F

ている質問には文による応答Jはほとんど出

てきていません。「ウン」や沈黙しか出てこない

ことがよくあります。

似たような研究をご紹介しますと，ハーシュ

コヴィッツさんというイスラエノレの研究者が，

実地で警察官に面接法を訓練し， rどのような面

接をしたら子どもから情報をより多く正確に引

き出せるかj を調べておられます7)。これは，イ

スラエノレの10人の面接官が行った50人の子ども

への面接の分析をしたものです。 fオープン質問J，

例えば r~について話してくださいj や fそれ

で?J rあとはわなどと聞いた場合，情報量が

たくさん得られていることが分かります。これ

に対し， rクローズ質問Jや「誘導形」の質問で

尋ねた場合，得られる情報量は半分程度になっ

ています。つまり， rオープンjで聞いた場合は

多くの情報が得られるのに対して「クローズ質

問Jr誘導形jの質問ではあまり情報が得られな

いことを示しています。

これは私たちの研究室で，白石さんが行った

「面接法の効果の研究Jです8)。このグラフに

出ているのはすべて自由報告で開いた条件なの

ですが，自由報告に加えて「できるだけすべて
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のことを話してください」と伝えると，より多

くの情報が得られます。私たちは，友人から「こ

の間の旅行どうだった ?Jなどと尋ねられても，

fどこへ行って，いくら交通費がかかって，ど

こで何を見て，旅館の晩ご飯はこうこうで...J 

などとあまり細かいことは話しません。普通は

「うん，楽しかったよ」とか fこの温泉はお薦

めだから，行ってみたらいいよj など，その程

度のことしか話さないように思います。「あまり

細かく話しでも相手はうんざりするだろうなJ

と考え，また，暗黙のうちに fこれくらいの情

報を伝えよう。このくらい伝えれば十分だj と

いうことを思っているわけですね。そのため，

面接場面，あるいは実験場面においても，参加

者はそういう縛りの中でコミュニケーションを

することになります。そこで，こちらから明示

的に「あなたにとって重要でないと思えること

でも私にとっては重要かもしれません。どんな

ことでもすべて話してください。j といった教示

を行うことがたいへん重要になってくるわけで

す。

さて，ここまでは「自由報告を求めるとたく

さん情報が出てくるJということでしたが，今

度は「情報を求めないと間違った情報が出てく

ることがあるJという例を紹介したいと思いま

す。

これは私たちの研究室で小学校2年生と 5年

生に行った， r初期面接の効果Jに関する実験で

す。子どもたちに 5分くらいビデオを見てもら

います。このビデオでは，女の子が公鴎でジュー

スの空き缶やチヨコレートの包み紙を芝生の上

に投げ捨てます。すると，後ろから来たおじさ

んが「ちょっと待ちなさい，ごみはちゃんと拾

いなさい」と注意する。男性は女の子から2メー

トノレくらい離れたところにいて，一回も触れて

はいない。叩いてもいない。しかし，女の子は

7) Hershkowitz， 1. & Elul， A. (1999). The effects of investigative utterances on Israeli children's 

reports of physical abuse. Applied Developmental Science， 3， 28-33. 

8) 白石紘章・仲真紀子・海老原直邦 (2006)認知面接と修正版認知面接における出来事の再生と反復提示さ

れた誘導情報の情報源再認.認知心漂学研究， 4， 33-42. 
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ピデオの中で「変なおじさんに叩かれた」と別

の大人に言ったりします。

このビデオを小学校の 2年生 5年生に見て

もらって，第 1田呂の初期面接をします。一つ

は自由報告を紙に書く方法。「今見たビデオを紙

に書き出してくださいj と自由再生を求めます。

第2の条件は「今，みたピデオを 1分間目を閉

じて，どんな状況があったか思い出してくださ

いj とイメージ化をもとめる条件。その後で紙

に書いてもらいます。第3の条件は，あれこれ

質問をする条件です。実験者が「女の子は赤い

トレーナーを着ていましたか，それとも白いシャ

ツを着ていましたか?Jなど，質問をします。

最後の条件は，訓練を受けた学生が自由報告か

ら入っていく面接を行いました。

その後，実験者が子どもの前でいろいろなシー

ンを口頭で提示します。そして，そのシーンに

対して fビデオの中で，この巨で見たか，見て

いないかJを判断してもらうということをやり

ます。シーンは20あるのですが，正しいものは

5つだけで，残りの15は実際にはなかったシー

ンです。これらに対して「この自で，確かに見

たと思ったらOをつけてね。見てないと思った

ら×をつけてね。わからなかったらムをつけて

ねj と0，X，ムで答えてもらいます。

私たちの関心は実際には写っていなかった産

項自に対し，どのくらいの子どもたちが「見た」

と言ったかです。その結果，ごらんのとおり，

2年生ですと 5年生よりも 2倍くらい，実際に

はなかった項目に「見たJという反応をしてい

ます。しかも大きな差があるのは第2の「イメー

ジ条件Jと第3の「質問条件Jです。これらの

条件では，他の条件に比べ，約1.5倍見たj

という反応が生じています。自由再生(自由報

告)で紙に書き出してもらった条件1と適切に

面接を行った条件4でのOの数は5年生とあま

り変わりません。質問をされたりイメージを頭

の中で膨らませたりすると「見た」という誤っ

た反応が増えてしまうと蓄えます。

もう一つ，弁護士の杉浦先生，西田先生，西

尾先生と共同で、行った中学生と大学生に対する

実験を紹介します。子どもの実験ですと幼児と

小学生を比べて「幼児は誘導されやすいが，小

学生はだいじようぶ」とか「小学校2年生は誘

導されるけど 5年生はちゃんと答えられるj と

いったことが多いわけです。では，中学生なら

ばどうなのかを検討した実験です。参加者は中

学生15人，大学生20人です。 リアノレな場面で行

うために，弁護士事務所に，中学生のニ人組，

大学生の二人組に「裁判員制度に関する調査J

のために来てもらいました。調査に答えてもらっ

ている聞に事件が起きます(参加者には，種明

かしは後で行いますと承諾していただいていま

す)。

よその事務所から「子どもの法律相談j にやっ

てきた弁護士が受付の女性から「時間が違うJ

と言われ怒りだします。もちろん演技ですが，

とてもりアノレに見えます。最終的に電話をかけ，

fそんなのわからないよ，もういいよJとガチャ

ンと切る，その時にベン立てが倒れて大きな音

がします。

この事件の後，事務所の責任者である弁護士

さん(これもサクラです)が出てきて，中学生，

大学生にひとりずっ事情聴取を行います。緊張

感を高めるために，一人ずつ部屋に呼んで「テー

プレコーダーに録音させてもらうねj と言って

話を開きました。このとき， 14個の質問をする

のですが，最初の4間は誘導なし，残りの10間

は子どもが正しい答えを言った時とか「わから

ないj ということを言った時に誘導をかけます。

例えば「スーツは何色だった?Jと尋ねます。

灰色が正答なのですが，参加者が「灰色j と正

答を言うと「紺じゃなかった ?Jと誘導をかけ

ます。

その結果，誘導率は大人も子どもも変わらず，

2割程度，答えを変えることをしています。例

えば「何色のスーツ着てたっけ?J。中学生は「灰

色かなJと言っています。これは正答なのです

が， r紺で、はなかったっけ?Jと誘導をかけます

と，参加者は「わかんないですけど，あ，紺か

な。Jr紺かもしれない?j rハイj と回答を変え

てしまいます。
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さて，誘導率は中学生と大人で差はないので

すが，種明かしをした後，アンケートに答えて

もらうと意外なことが分かりました。「面接する

人の言葉の影響を受けましたか?Jと聞くと「ハ

イJと答えたのは中学生では15人中 2人だけで

す。「笑際とは違うことも話してしまいましたかむ

という質問には (22%が実際，違う答えになっ

ているわけですが)， rハイj と答えたのは一人

だけです。「誘導されてしまいましたか(相手の

う通りに答えてしまいましたか?)Jに「ハイj

と答えたのはO人でした。これに対し，大学生

では「面接官の言葉の影響を受けましたか?J

には， 20人中 7入が「受けたj と言っています。

「事実とは違うことも話してしまいました

か?Jには 3人が「言った」と言っています。

「誘導されましたかわには 4人が「誘導さ

れた」と言っていて，若干気づきがあるという

ことですね。中学生の方は，気づきの度合いが

低いと言えます。

自由記述において大人の参加者は「次々質問

されたが，もっと自由に話させてほしかった」

と答えています。これに対し，中学生は「たく

さん質問してくれたよかったJとあり，質問を

望んでいる様子が見られました。

以上，いろいろと見てきましたが，自由報告

の意義をまとめますと，まず，多くの情報が産

出されるということがあります。また， r反応バ

イアスや被暗示性の充進が抑制されるJという

こともあります。反応バイアスとは，どのよう

な質問にでも「ハイJあるいはどのような質問

にも「イイエJと答えてしまうようなバイアス

をいいます。また， r質問に含まれる情報が記憶

に混入したり，事後情報とならないj。そのため，

f正確な情報が得られやすいJし，被面接者に

とっては自分が話せるので，しかも清聴しても

らえるので「満足度が高い」ということになる

第 55号

わけです。

英国の実務について

日本ではまだ司法面接の概念が十分に成立し

ていませんが，英国では早い時期から司法面接

のガイドラインが作られ，ビデオ録画面接や録

音が行われています。

これは英国の「子どもの被害， 目撃に関する

面接のガイドラインJです。 1992年にできたの

が Memorandumof Good Practice (rよき

実践のためのメモJ)ヘ頭文字をとってMOGP

ということもあります(訳書として『子どもの

司法面接jがあります)。その後， 2001年に出版

された後継版がAchievingthe Best Evidence 

cr最良の証拠を得るためにJ)。こちらは「ベス

トエピデンスJとも呼ばれています則。ベストエ

ピデンスは，面接法自体は『子どもの司法面接j

と同様ですが，対象が，子どものみでなく，発

達障害，精神障害，身体障害，知的障害をもっ

子どもや大人，おびえた大人(事件のための恐

怖がとれない人)にも拡張されています。

英閣では，上記の司法面接手続きに従い，被

害者，目撃者の面接を早い時期に 1度だけ，自

由報告を重視した形で行います。それをどデオ

で録画し，必要な情報を確定します。これはカ

ウンセリングではなく，事実に焦点をおいた面

接です。こうしておけば子どもは何度も面接を

繰り返さなくてもよいことになります。日本で

は，訴訟ともなると 10回くらいは面接を受けな

ければならないとされています。まずは親や教

師に話す，そして警察でも何度か事情聴取があ

り，検事さんにも話し，法廷でも尋問を受ける

わけです。しかし，何度も話しているうちに，

記憶が変容し，証言が歪んでしまうこともあり

ます。また，性被害などの辛い体験は，何度も

詳細に語ることで，心の傷が深まることもあり

9) Home Office (1992). Memorandum of good practice: On video recorded interviews with child 

witnesses for criminal proceedings. London. [イ中真紀子・問中周子. (2007).英国内務省(編).子ど

もへの司法面接:ビデオ録扇面接ガイドライン.] 

10) Home Office (2001) Achieving the best evidence in criminal proceedings. London 
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ます。そういうことも考えて，記憶が正確なう

ちに 1度だけ，面接を記録して使うこととして

いるのです。しかも，ここでの録画は，法廷で

の主尋問(原告が自分の主張を述べるための尋

問)の代わりとして用いることができます。反

対尋問は被疑者の権利のために受けないといけ

ないのですが，子どもの負担は大幅に減ること

になります。

これは昨年，ロケをしてきた，子どもの面接

のための施設です。このような形で警察官が子

どもに面接をします。面接室には必ずカメラが

あって録画します。

以上は被害者や目撃者のための面接法のガイ

ドラインですが，こちらは被疑者の方のガイド

ラインです。英国で、は被疑者が大人であっても

少年であっても， Police and Criminal Evidence 

Act 1984という法律にそった，自由報告(アカ

ウント，説明という言葉が用いられます)を主

体とした事情聴取が行われます。この法律では

面接を録音することが義務づけられています。

臼本では少年への事情聴取に弁護士が付き添う

ことはできませんが，英国では被疑者が17歳未

満の場合「親または保護者と適切な大人Jの二

人が付き添うことになっています。親または保

護者と適切な大人(事務弁護士などがなります)

は，子どもとのコミュニケーションを助ける役

割も担います。被疑者取調室にも工夫が見られ，

緊張が高まる場所では被疑者は話してくれない

ということで，小さな丸テープツレを囲む，ある

いは机がない場合もあるとのことですが，そう

いう場所で事情聴取を行うということでした。

この方法だけがベストということではないと

思いますが，実証的なデータを踏まえ，自由報

告を主とした事情聴取が行われているというの

は優れていると思います。日本でも司法面接へ

の関心が高まり，また，そのための研究も進む

ことが望まれます。

以上です。どうもありがとうございました。

質問があればお答えします。
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